
(57)【要約】

【課題】患者を抱え上げることなく、サークル型の歩行

器に乗せることを可能にする。

【解決手段】サークル型フレーム10は、キャスター４を

具えた下フレーム２と、該下フレームに対して昇降可能

に配備され後部側から使用者がフレーム10に入り込み可

能な開放部31を有する上フレーム３を含み、患者が跨る

支え部材６を上フレーム３に着脱可能に取り付けている

。支え部材６を患者の尻91に敷いてから該支え部材をフ

レーム10に係止し、支え部材６を、患者の足の筋肉を鍛

えるために最も効果的な高さ位置にセットできる。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 使 用 者 (９ )の 周 囲 を 取 り 囲 む こ と が で き 下 端 部 に キ ャ ス タ ー (４ )を 具 え た フ レ ー ム (10)
と 、 該 フ レ ー ム (10)に 取 り 付 け ら れ 尻 (91)を 載 せ て 使 用 者 (９ )を 吊 り 支 え る 支 え 部 材 (６ )
を 具 え た 歩 行 器 に お い て 、
  フ レ ー ム (10)は 、 キ ャ ス タ ー (４ )を 具 え た 下 フ レ ー ム (２ )と 、 該 下 フ レ ー ム (２ )に 対 し
て 昇 降 可 能 に 配 備 さ れ 後 部 側 か ら 使 用 者 (９ )が フ レ ー ム (10)に 入 り 込 み 可 能 な 開 放 部 (31)
を 有 す る 上 フ レ ー ム (３ )を 含 み 、 上 フ レ ー ム (３ )は 昇 降 駆 動 装 置 (５ )に 連 繋 さ れ て お り 、
支 え 部 材 (６ )は 、 使 用 者 (９ )の 尻 (91)を 載 せ る こ と が で き る と 共 に 使 用 者 (９ )の 足 (92)を
床 へ 投 げ 出 す こ と を 許 す 形 状 の 柔 軟 性 を 有 す る シ ー ト 片 (61)と 該 シ ー ト 片 (61)の 複 数 箇 所
に 設 け ら れ 前 記 上 フ レ ー ム (３ )に 着 脱 可 能 に 取 付 け で き る 取 付 け 部 (62)と に よ っ て 構 成 さ
れ て い る 歩 行 器 。
【 請 求 項 ２ 】
  シ ー ト 片 (61)は 滑 り の よ い 素 材 で 形 成 さ れ 、 或 い は 滑 り 易 い 表 面 加 工 が 施 さ れ て い る 請
求 項 １ に 記 載 の 歩 行 器 。
【 請 求 項 ３ 】
　 下 フ レ ー ム (２ )と 上 フ レ ー ム (３ )と の 間 に は 、 下 フ レ ー ム (２ )と 上 フ レ ー ム (３ )に よ っ
て 使 用 者 の ベ ッ ド (８ )の 端 部 を 挟 む 様 に し て フ レ ー ム (10)を ベ ッ ド (８ )に 突 っ 込 む こ と が
可 能 に 様 に 、 フ レ ー ム (10)の 前 後 方 向 の 略 中 央 部 か ら 後 方 に は ベ ッ ド (８ )に 衝 突 す る 邪 魔
部 材 が 存 在 し て い な い 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 歩 行 器 。
【 請 求 項 ４ 】
  昇 降 駆 動 装 置 (５ )は 、 モ ー タ シ リ ン ダ (51)等 の 動 力 駆 動 式 で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の 歩 行
器 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 身 体 障 害 者 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン (以 下 、 「 リ ハ ビ リ 」 と す る )や 、 足 腰 の 弱
い 人 の 歩 行 補 助 に 適 し た 歩 行 器 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 図 ４ 、 図 ５ に 示 す 如 く 、 こ の 種 歩 行 器 (1a)と し て 、 使 用 者 の 周 囲 を 取 り 囲 む こ と が で き
下 部 に キ ャ ス タ ー (４ )を 具 え た フ レ ー ム (10)と 、 ３ 本 の 吊 下 げ ベ ル ト (12a)(12)(12)に よ
っ て フ レ ー ム (10)に 吊 り 下 げ ら れ た サ ド ル (13)と に よ っ て 構 成 さ れ た も の が 提 案 さ れ て い
る (特 許 文 献 １ )。
　 フ レ ー ム (10)は 、 夫 々 後 部 に 使 用 者 が 出 入 可 能 な 開 放 部 (21)(31)を 具 え た 略 リ ン グ 状 の
下 フ レ ー ム (２ )と 上 フ レ ー ム (３ )を 、 ３ 本 の 縦 柱 (11)(11)(11)で 連 結 し て 形 成 さ れ て い る
。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 介 助 者 (図 示 せ ず )が 使 用 者 (９ )を 支 え な が ら 、 開 放 さ れ た フ レ ー ム (10)の 後 部 側 か ら フ
レ ー ム (10)内 に 進 入 さ せ 、 上 フ レ ー ム (３ )を 掴 ま せ て 使 用 者 (９ )を フ レ ー ム (10)に 立 た せ
る 。
　 ３ 本 の 吊 下 げ ベ ル ト (12)(12)(12a)の 内 、 後 部 ２ 本 の 吊 り ベ ル ト (12)(12)に よ っ て 上 フ
レ ー ム (３ )に 吊 り 下 げ ら れ た 状 態 の サ ド ル (13)を 持 ち 上 げ て 使 用 者 (９ )の 股 の 間 に 入 れ な
が ら 、 前 部 の 吊 り ベ ル ト (12a)を 上 フ レ ー ム (３ )に 連 結 し 、 水 平 状 態 と な っ た サ ド ル (13)
に 使 用 者 (９ )を 着 座 さ せ る 。
　 こ の 状 態 で 、 使 用 者 (９ )が 足 を 少 し ず つ 動 か す と 、 キ ャ ス タ ー (４ )が 取 り 付 け ら れ た フ
フ レ ー ム (10)は 容 易 に 前 進 し 、 こ の 動 作 を 繰 り 返 し 行 う こ と に よ っ て 、 使 用 者 (９ )の 歩 行
機 能 の 回 復 が 望 め る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － ２ ８ ２ ３ １ ５ 号 公 報
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【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
  上 記 歩 行 器 (1a)は 、 介 助 者 が 使 用 者 (９ )を 立 た せ て フ レ ー ム (10)内 に 導 か ね ば な ら な い
た め 、 立 つ こ と の で き な い 者 が 使 用 す る に は 、 複 数 の 介 助 者 を 必 要 と し 、 少 な く と も 一 人
の 介 助 者 は 使 用 者 を 抱 え て フ レ ー ム (10)内 に 導 き 、 使 用 者 を 抱 え た ま ま 立 ち 姿 勢 を と ら せ
、 少 な く と も 別 の 介 助 者 が サ ド ル を セ ッ ト し な け れ ば な ら な い 。
　 介 助 者 が 使 用 者 を ベ ッ ド か ら 抱 え 上 げ て フ レ ー ム (10)内 に 案 内 し 、 さ ら に さ の ま ま 立 ち
姿 勢 を 取 ら せ る 様 に 介 助 す る こ と は 、 介 助 者 と 使 用 者 の 双 方 に と っ て 、 労 力 や 、 肉 体 的 負
担 は 大 き い 。
  特 に 、 使 用 者 が 身 体 障 害 者 や 、 足 腰 の 弱 っ た 弱 者 で あ る か ら 、 抱 え 上 げ ら れ る こ と の 肉
体 的 負 担 に 耐 え ら れ ず 、 折 角 の 歩 行 器 が 使 用 で き な い こ と も 往 々 に し て あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
  本 発 明 は 、 歩 行 器 を 使 用 し よ う と す る 者 を 、 ベ ッ ド の 端 か ら ベ ッ ド の 外 に 足 を 投 げ 出 し
た 姿 勢 の ま ま 、 歩 行 器 に 載 せ る こ と を 可 能 に し て 、 介 助 者 と 患 者 の 双 方 の 負 担 を 減 ら す と
共 に 、 歩 行 す る の に 重 度 の 障 害 を 持 つ 者 で も 、 リ ハ ビ リ が 可 能 な 歩 行 器 を 明 ら か に す る も
の で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 請 求 項 １ の 歩 行 器 は 、 使 用 者 (９ )の 周 囲 を 取 り 囲 む こ と が で き 下 端 部 に キ ャ ス タ ー (４ )
を 具 え た フ レ ー ム (10)と 、 該 フ レ ー ム (10)に 取 り 付 け ら れ 尻 (91)を 載 せ て 使 用 者 (９ )を 吊
り 支 え る 支 え 部 材 (６ )を 具 え た 歩 行 器 に お い て 、
  フ レ ー ム (10)は 、 キ ャ ス タ ー (４ )を 具 え た 下 フ レ ー ム (２ )と 、 該 下 フ レ ー ム (２ )に 対 し
て 昇 降 可 能 に 配 備 さ れ 後 部 側 か ら 使 用 者 (９ )が フ レ ー ム (10)に 入 り 込 み 可 能 な 開 放 部 (31)
を 有 す る 上 フ レ ー ム (３ )を 含 み 、 上 フ レ ー ム (３ )は 昇 降 駆 動 装 置 (５ )に 連 繋 さ れ て お り 、
支 え 部 材 (６ )は 、 使 用 者 (９ )の 尻 (91)を 載 せ る こ と が で き る と 共 に 使 用 者 (９ )の 足 (92)を
床 へ 投 げ 出 す こ と を 許 す 形 状 の 柔 軟 性 を 有 す る シ ー ト 片 (61)と 該 シ ー ト 片 (61)の 複 数 箇 所
に 設 け ら れ 前 記 上 フ レ ー ム (３ )に 着 脱 可 能 に 取 付 け で き る 取 付 け 部 (62)と に よ っ て 構 成 さ
れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
  請 求 項 ２ は 請 求 項 １ の 歩 行 器 に お い て 、 シ ー ト 片 (61)は 滑 り の よ い 素 材 で 形 成 さ れ 、 或
い は 滑 り 易 い 表 面 加 工 が 施 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 請 求 項 ３ は 請 求 項 １ 又 は ２ の 歩 行 器 に お い て 、 下 フ レ ー ム (２ )と 上 フ レ ー ム (３ )と の 間
に は 、 使 用 者 の ベ ッ ド の 端 部 を 挟 む 様 に し て フ レ ー ム (10)を ベ ッ ド (８ )に 突 っ 込 む こ と が
可 能 な 様 に 、 フ レ ー ム (10)の 前 後 方 向 の 略 中 央 部 か ら 後 方 に は ベ ッ ド に 衝 突 す る 邪 魔 部 材
が 存 在 し て い な い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 １ の 歩 行 器 は 、 支 え 部 材 (６ )を フ レ ー ム (10)か ら 完 全 に 外 す こ と が で き る か ら 、
ベ ッ ド (８ )の 端 か ら ベ ッ ド の 外 に 足 を 投 げ 出 し た 姿 勢 の 使 用 者 の 尻 (91)と ベ ッ ド (８ )と の
間 に 、 支 え 部 材 (６ )の シ ー ト 片 (61)を 滑 り 込 ま せ て か ら 、 歩 行 器 (１ )を 可 及 的 に ベ ッ ド に
接 近 さ せ て 、 支 え 部 材 (６ )を そ の 取 付 け 部 (62)に よ っ て 歩 行 器 (１ )の 上 フ レ ー ム (３ )に 取
り 付 け る 。
  昇 降 駆 動 装 置 (５ )に よ っ て 上 フ レ ー ム (３ )を 上 昇 さ せ る と 、 支 え 部 材 (６ )も 上 昇 し 、 支
え 部 材 (６ )上 の 使 用 者 の 尻 (91)は ベ ッ ド か ら 浮 上 す る 。
　 歩 行 器 (１ )を ベ ッ ド (８ )か ら 離 し て 、 使 用 者 (９ )が 歩 行 訓 練 す る の に 最 適 の 高 さ に 支 え
部 材 (６ )の 高 さ 、 即 ち 、 使 用 者 (９ )の 尻 (91)の 高 さ 位 置 を 調 節 す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 上 記 動 作 に お い て 、 使 用 者 の 障 害 が 軽 度 で あ れ ば 、 介 助 者 は 、 使 用 者 の 尻 (91)の 下 に 支
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え 部 材 (６ )の シ ー ト 片 (61)を 滑 り 込 ま せ る こ と 及 び 、 支 え 部 材 (６ )を フ レ ー ム (10)に 取 り
付 け る こ と だ け の 介 助 で 済 む 。 使 用 者 の 障 害 が 多 少 重 度 で あ っ て も 、 上 記 介 助 に 加 え て 、
使 用 者 が 後 方 に 倒 れ る こ と の な い 様 に 支 え な が ら 、 使 用 者 を 乗 せ た 歩 行 器 (１ )を ベ ッ ド (
８ )か ら 離 す 程 度 の 介 助 で 済 む 。
  介 助 者 が 使 用 者 を 抱 え 上 げ て 、 歩 行 器 内 に 導 く 動 作 は 一 切 必 要 が な く 、 介 助 者 、 使 用 者
の 双 方 に と っ て 、 そ の 労 力 や 肉 体 的 な 負 担 は 大 き く 軽 減 さ れ 、 そ の 分 、 使 用 者 は リ ハ ビ リ
に 専 念 で き 、 介 助 者 は 、 他 の 介 助 に 気 配 り が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 ２ の 歩 行 器 は 、 支 え 部 材 (６ )の シ ー ト 片 (61)の 滑 り が よ い か ら 、 ベ ッ ド (８ )と 使
用 者 (９ )の 尻 (91)と の 間 に 、 シ ー ト 片 (61)を 楽 に 滑 り 込 ま せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 請 求 項 ３ の 歩 行 器 は 、 下 フ レ ー ム (２ )と 上 フ レ ー ム (３ )に よ っ て ベ ッ ド (８ )の 端 部 を 挟
む 様 に し て 歩 行 器 (１ )を ベ ッ ド (８ )に 突 っ 込 む こ と が 出 来 る た め 、 使 用 者 (９ )を ベ ッ ド (
８ )か ら 立 ち 上 が ら せ る こ と な く 、 支 え 部 材 (６ )を 歩 行 器 (１ )の 上 フ レ ー ム (３ )に 取 り 付
け で き る 。
  上 記 の 様 に 、 歩 行 器 (１ )の 上 フ レ ー ム (３ )が ベ ッ ド (８ )に 重 な る ほ ど に ベ ッ ド (８ )に 接
近 さ せ る こ と が 出 来 な く て も 、 本 発 明 の 歩 行 器 (１ )は 、 使 用 者 (９ )を 抱 え 上 げ る こ と な く
歩 行 器 (１ )に 乗 せ る こ と が で き る 。 即 ち 、 支 え 部 材 (６ )が 上 フ レ ー ム (３ )か ら 完 全 に 取 り
外 し で き る か ら 、 支 え 部 材 (６ )の 取 付 け 部 (62)を 長 く 形 成 し て お く 等 の 工 夫 に よ り 、 使 用
者 (９ )が 、 尻 下 に 支 え 部 材 (６ )の シ ー ト 片 (61)を 敷 い て ベ ッ ド (８ )か ら 足 (92)を 投 げ 出 し
て 坐 っ た 姿 勢 で あ っ て も 、 取 付 け 部 (62)を 歩 行 器 (１ )の 上 フ レ ー ム (３ )に 取 り 付 け る こ と
は 可 能 で あ る 。 但 し 、 こ の 場 合 、 取 付 け 部 (62)が 長 く な る 分 だ け 、 リ ハ ビ リ 使 用 時 の 上 フ
レ ー ム (３ )の 高 さ 位 置 を 高 く す る 必 要 が あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 歩 行 器 (１ )の 一 例 を 示 し て い る 。
  歩 行 器 (１ )は 、 サ ー ク ル 状 の フ レ ー ム (10)と 、 該 フ レ ー ム (10)内 に 着 脱 可 能 に 取 り 付 け
ら れ 使 用 者 (９ )の 尻 (91)を 載 せ て 吊 り 支 え る 支 え 部 材 (６ )と に よ っ て 構 成 さ れ る 。
  図 １ に お い て 、 フ レ ー ム (10)か ら 外 し た 支 え 部 材 (６ )を 実 線 で 示 し 、 フ レ ー ム (10)に 取
り 付 け た 支 え 部 材 (６ )を 破 線 で 示 す 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 フ レ ー ム (10)は 、 使 用 者 (９ )の 周 囲 を 取 り 囲 み 可 能 な 大 き さ で あ り 、 ３ 個 以 上 の キ ャ ス
タ ー (４ )を 具 え た 下 フ レ ー ム (２ )と 、 該 下 フ レ ー ム (２ )に 対 し て 昇 降 駆 動 装 置 (５ )を 介 し
て 昇 降 可 能 に 配 備 さ れ た 上 フ レ ー ム (３ )と に よ っ て 構 成 さ れ る 。
　 キ ャ ス タ ー (４ )は 車 輪 の 転 が り を 防 止 す る ロ ッ ク レ バ ー を 具 え て い る 。
　 下 フ レ ー ム (２ )及 び 上 フ レ ー ム (３ )は 一 部 に 開 放 部 (21)(31)を 設 け た 円 弧 状 に 形 成 さ れ
、 両 開 放 部 (21)(31)の 位 相 は 揃 っ て お り 、 開 放 部 (31)(32)か ら 使 用 者 が フ レ ー ム (10)に 入
り 込 み 可 能 で あ る 。
　 以 下 の 説 明 で 、 上 記 フ レ ー ム (10)の 開 放 部 (21)(31)側 を 、 歩 行 器 (１ )の 「 後 側 」 、 反 対
側 を 「 前 側 」 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
  上 フ レ ー ム (３ )の 開 放 部 (31)に は 閉 じ 杆 (33)が 設 け ら れ る 。 閉 じ 杆 (33)は 、 上 フ レ ー ム
(３ )の 円 弧 に 連 続 す る 円 弧 状 に 形 成 さ れ 、 一 端 が 蝶 番 (34)に よ っ て 上 フ レ ー ム (３ )の 端 部
に 取 り 付 け ら れ て お り 、 蝶 番 (34)を 中 心 に 閉 じ 杆 (33)を 起 こ す こ と に よ り 、 使 用 者 が フ レ
ー ム (10)内 に 入 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 昇 降 駆 動 装 置 (５ )は 、 上 フ レ ー ム (３ )を 下 フ レ ー ム (２ )に 対 し て 平 行 状 態 を 維 持 し た ま
ま 昇 降 さ せ る も の で 、 実 施 例 で は モ ー タ シ リ ン ダ (51)を 用 い た 。 モ ー タ シ リ ン ダ (51)は 公
知 の 如 く 、 モ ー タ (52)に よ っ て シ リ ン ダ (53)内 の 定 位 置 の ナ ッ ト (図 示 せ ず )を 回 転 さ せ 、
該 ナ ッ ト に 螺 合 し た ピ ス ト ン (54)を ネ ジ 推 力 で 昇 降 さ せ る も の で あ る 。
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　 モ ー タ (52)に は 電 源 コ ー ド (図 示 せ ず )に よ っ て 電 源 供 給 す る こ と も 、 フ レ ー ム (10)に 小
型 バ ッ テ リ ー (図 示 せ ず )を 搭 載 し て 電 源 供 給 す る こ と も で き る 。
　 実 施 例 で は モ ー タ シ リ ン ダ (51)を 歩 行 器 (１ )の 左 右 に 一 基 づ つ 設 け て い る 。 両 モ ー タ シ
リ ン ダ (51)(51)は 、 同 調 制 御 部 (図 示 せ ず )に よ っ て 同 調 し て 動 作 す る 様 に 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 モ ー タ シ リ ン ダ (51)の 取 付 け 位 置 は 、 フ レ ー ム (10)の 前 後 方 向 に 対 し て 略 中 央 部 、 或 い
は そ れ よ り よ り も 前 側 に 位 置 し て い る 。 そ の 理 由 は 、 歩 行 器 (１ )を ベ ッ ド (８ )側 に 後 向 き
に 移 動 さ せ た と き 、 下 フ レ ー ム (２ )と 上 フ レ ー ム (３ )に よ っ て ベ ッ ド (８ )の 端 部 を 挟 む 様
に し て 歩 行 器 (１ )を ベ ッ ド (８ )に 突 っ 込 む こ と を 可 能 に す る た め で あ る 。 即 ち 、 歩 行 器 (
１ )の フ レ ー ム (10)に は 、 前 後 方 向 の 略 中 央 部 か ら 後 方 に は ベ ッ ド (８ )に 衝 突 す る 邪 魔 部
材 が 存 在 し な い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 上 フ レ ー ム (３ )に は 、 前 部 中 心 の １ 箇 所 及 び 、 後 部 の 開 放 部 (31)の 両 端 に 接 近 し た ２ 箇
所 の 計 ３ 箇 所 に 、 支 え 部 材 (６ )を 取 り 付 け る た め の 掛 り 部 (32)を 設 け て い る 。
  実 施 例 の 掛 り 部 (32)は 、 上 フ レ ー ム (３ )に 開 設 さ れ 上 下 方 向 に 貫 通 し た 孔 (35)で あ る 。
　 上 フ レ ー ム (３ )に は 、 前 記 モ ー タ シ リ ン ダ (51)(51)の 操 作 ス イ ッ チ (７ )が 配 備 さ れ て い
る 。
  ス イ ッ チ (７ )は 、 使 用 者 の 右 手 或 い は 左 手 の 何 れ か 一 方 の 自 由 が 利 か な く て も 操 作 で き
る 様 に 、 取 付 け 位 置 を 簡 単 に 変 更 で き る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 支 え 部 材 (６ )は 、 使 用 者 (９ )の 尻 (91)を 載 せ る こ と が で き る と 共 に 使 用 者 (９ )の 足 (92)
を 床 へ 投 げ 出 す こ と を 許 す 形 状 の 柔 軟 性 を 有 す る シ ー ト 片 (61)と 、 該 シ ー ト 片 (61)に 設 け
ら れ 前 記 上 フ レ ー ム (３ )の 各 掛 り 部 (32)に 着 脱 可 能 に 取 付 け で き る 取 付 け 部 (62)と に よ っ
て 構 成 さ れ る 。
  実 施 例 の シ ー ト 片 (61)は 、 滑 り の 良 い 素 材 、 或 い は 滑 り を 良 好 に す る 表 面 加 工 、 例 え ば
フ ッ 素 樹 脂 の コ ー テ ィ ン グ が 成 さ れ た 略 三 角 形 に 形 成 さ れ 、 各 コ ー ナ に 取 付 け 部 (62)を 設
け て い る 。
  実 施 例 の 取 付 け 部 (62)は 、 シ ー ト 片 (61)の 各 頂 部 を 帯 状 に 延 長 し 、 或 い は 別 の 帯 布 を 接
続 し て 延 長 部 (63)を 形 成 し 、 該 延 長 部 (63)の 先 端 に 前 記 フ レ ー ム (10)上 の 掛 り 部 (32)に 脱
着 可 能 に 掛 か る カ ラ ビ ナ (64)を 取 り 付 け て 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
  以 下 に 上 記 歩 行 器 (１ )の 使 用 法 を 説 明 す る 。
　 上 フ レ ー ム (３ )か ら 支 え 部 材 (６ )を 外 す 。
　 図 ２ に 示 す 如 く 、 ベ ッ ド (８ )の 端 部 に 、 該 ベ ッ ド か ら 足 を 投 げ 出 し て 坐 っ て い る 使 用 者
(９ )の 尻 (91)と ベ ッ ド (８ )と の 間 に 、 支 え 部 材 (６ )の シ ー ト 片 (61)を 滑 り 込 ま せ る 。 こ の
と き 、 支 え 部 材 (６ )の １ つ の 取 付 け 部 (62)を 使 用 者 の 股 の 間 を 潜 っ て 前 側 に 位 置 さ せ 、 他
の ２ つ の 取 付 け 部 (62)(62)は 尻 (91)の 左 右 に 位 置 さ せ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
  シ ー ト 片 (61)は 、 滑 り の よ い 素 材 で 形 成 さ れ 、 或 い は 滑 り の よ い 表 面 加 工 が な さ れ て い
る か ら 、 使 用 者 の 尻 (91)を 持 ち 上 げ な く と も 、 下 記 の 手 順 で 楽 に 尻 (91)に 敷 か せ る こ と が
で き る 。
　 使 用 者 (９ )の 足 (92)の 付 け 根 と ベ ッ ド (８ )と の 間 に シ ー ト 片 (61)を 潜 り こ ま せ て 、 シ ー
ト 片 (61)が 尻 (91)の 下 に 位 置 す る 様 に ２ つ の 取 付 け 部 (62)(62)を 引 っ 張 る 。 滑 り の よ い シ
ー ト 片 (61)は 、 尻 (91)と ベ ッ ド (８ )の 間 を 滑 っ て 尻 (91)の 下 に 潜 り 込 む 。 取 付 け 部 (62)の
カ ラ ビ ナ (64)が 滑 り 止 め と な っ て 、 取 付 け 部 (62)を 引 っ 張 る 際 に 力 が 入 り 易 く 、 シ ー ト 片
(61)を 引 っ 張 る 作 業 性 は 一 層 向 上 す る 。
  使 用 者 (９ )が ベ ッ ド (８ )に 寝 て 、 足 (92)だ け を ベ ッ ド (８ )の 外 に 投 げ 出 し た 姿 勢 で 、 上
記 支 え 部 材 (６ )り シ ー ト 片 (61)を 尻 (91)に 敷 か せ れ ば 、 シ ー ト 片 (61)に 掛 か る 体 重 は 大 幅
に 減 る の で 、 上 記 作 業 を 一 層 楽 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】

10

20

30

40

50

(5) JP 2007-202880 A 2007.8.16



　 次 に 、 上 フ レ ー ム (３ )の 閉 じ 杆 (33)を 開 き 、 支 え 部 材 (６ )を 外 し た 状 態 の 歩 行 器 (１ )を
、 支 え 部 材 (６ )を 敷 い て ベ ッ ド (８ )の 端 に 坐 っ て い る 使 用 者 (寝 た 姿 勢 で 支 え 部 材 (６ )を
尻 (91)を の に 敷 い た 使 用 者 (９ )対 し て は 、 起 こ し て 坐 ら せ て お く )に 対 し て 、 開 放 部 (21)(
31)か ら 接 近 さ せ る 。
　 図 ３ に 示 す 如 く 、 フ レ ー ム (10)内 に 、 使 用 者 の 下 半 身 が 侵 入 す る 程 度 に 歩 行 器 (１ )を ベ
ッ ド (８ )に 突 っ 込 む 。 こ れ は 、 実 施 例 の 様 に 、 フ レ ー ム (10)の 前 後 方 向 の 略 中 央 部 か ら 後
方 に は ベ ッ ド (８ )に 衝 突 す る 邪 魔 部 材 が 存 在 し て い な い 歩 行 器 (１ )だ け が 成 せ る 技 で あ る
。
【 ０ ０ ２ ４ 】
  使 用 者 (８ )を 上 フ レ ー ム (３ )に 掴 ま ら せ て 、 支 え 部 材 (６ )の ３ つ の カ ラ ビ ナ (64)(64)(6
4)を 、 歩 行 器 (１ )の 上 フ レ ー ム (３ )の ３ つ の 孔 (35)(35)に 引 っ 掛 け る 。 こ の 動 作 は 、 キ ャ
ス タ ー (４ )の ロ ッ ク を 利 か せ て 歩 行 器 (１ )の 移 動 を 防 止 し て 行 う こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
  使 用 者 自 身 或 い は 介 助 者 が 、 ス イ ッ チ (７ )を 操 作 し て モ ー タ シ リ ン ダ (51)を 作 動 し 、 上
フ レ ー ム (３ )を 上 昇 さ せ 、 支 え 部 材 (６ )上 の 使 用 者 (９ )の 尻 (91)を ベ ッ ド (８ )か ら 浮 上 さ
せ る 。
  キ ャ ス タ ー (４ )の ロ ッ ク を 解 除 し 、 使 用 者 が 自 力 で 、 或 い は 介 助 者 の 力 を 借 り て 歩 行 器
(１ )を ベ ッ ド (８ )か ら 離 す 。
　 使 用 者 の 使 い 易 い 高 さ 位 置 に 、 上 フ レ ー ム (３ )の 高 さ を 調 整 す る 。 又 、 上 フ レ ー ム (３ )
の 開 放 部 (31)を 閉 じ 杆 (33)で 閉 じ る 。
　 モ ー タ シ リ ン ダ (51)は 、 ピ ス ト ン ロ ッ ド (54)の 有 効 ス ト ロ ー ク の 範 囲 で 任 意 に 高 さ 位 置
を 変 え る こ と が で き る か ら 、 使 用 者 (９ )が 、 歩 行 器 (１ )に 乗 っ た ま ま 最 も 自 力 歩 行 し 易 い
高 さ 位 置 に 、 或 い は 、 リ ハ ビ リ の 目 的 と す る 必 要 な 足 (91)の 筋 肉 を 鍛 え る の に 最 も 効 果 的
な 高 さ 位 置 に 、 上 フ レ ー ム (３ )の 高 さ 位 置 、 即 ち 、 使 用 者 の 尻 (91)の 位 置 を 調 整 で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 上 フ レ ー ム (３ )の 開 放 部 (31)は 閉 じ 杆 (33)で 閉 じ ら れ て い る か ら 、 使 用 者 が 後 方 に 転 倒
す る こ と は 防 止 さ れ る 。
　 又 、 実 施 例 の 様 に 、 カ ラ ビ ナ (64)を 上 フ レ ー ム (３ )上 の 孔 (35)に 引 っ 掛 け て 支 え 部 材 (
６ )を 上 フ レ ー ム (３ )に 取 り 付 け る 構 成 で あ れ ば 、 周 知 の 如 く 、 カ ラ ビ ナ (64)の 開 放 可 能
部 は バ ネ 付 勢 さ れ て 不 用 意 に は 開 か な い た め 、 歩 行 器 (１ )の 使 用 中 に 支 え 部 材 (６ )が 外 れ
る 危 険 は な い 。
　 カ ラ ビ ナ (32)は 、 そ の 開 放 可 能 部 を 手 指 で 押 し 込 む と 、 簡 単 に 開 い て 上 フ レ ー ム (３ )の
孔 (35)か ら 外 す こ と が で き る の で 、 支 え 部 材 (６ )の 取 り 外 し は 容 易 に で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
  使 用 者 (９ )を 歩 行 器 (１ )か ら ベ ッ ド (８ )に 移 す に は 、 ベ ッ ド (８ )か ら 歩 行 器 (１ )に 移 す
動 作 の 逆 の 動 作 で よ い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
  上 記 の 如 く 、 本 発 明 の 歩 行 器 (１ )の 使 用 に 際 し 、 介 助 者 が 使 用 者 を 抱 え 上 げ て 、 歩 行 器
内 に 導 く 動 作 は 一 切 必 要 が な く 、 介 助 者 に と っ て も 、 使 用 者 に と っ て 、 そ の 労 力 や 肉 体 負
担 は 大 き く 軽 減 さ れ 、 そ の 分 、 使 用 者 は リ ハ ビ リ に 専 念 で き 、 介 助 者 は 、 他 の 介 助 に 気 配
り が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 上 記 実 施 例 の 説 明 は 、 本 発 明 を 説 明 す る た め の も の で あ っ て 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 の
発 明 を 限 定 し 、 或 い は 範 囲 を 減 縮 す る 様 に 解 す べ き で は な い 。 又 、 本 発 明 の 各 部 構 成 は 上
記 実 施 例 に 限 ら ず 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 の 技 術 的 範 囲 内 で 種 々 の 変 形 が 可 能 で あ る こ と
は 勿 論 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
  例 え ば 、 上 フ レ ー ム (３ )の 閉 じ 杆 (33)は 、 使 用 者 が 後 方 へ 倒 れ る こ と を 防 止 す る 危 険 を
回 避 す る た め で あ っ て 、 閉 じ 杆 (33)が 存 在 せ ず 、 上 フ レ ー ム (３ )の 開 放 部 (31)が 開 放 さ れ
た ま ま で も 、 使 用 目 的 に は 影 響 し な い 。
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【 ０ ０ ３ １ 】
  支 え 部 材 (６ )の シ ー ト 片 (61)は 略 三 角 形 に 限 定 さ れ る こ と な く 、 使 用 者 の 尻 (91)を 載 せ
る こ と が 十 分 に 可 能 な 大 き さ の 布 に 、 使 用 者 の 片 方 づ つ の 足 が 嵌 ま る ２ つ の 穴 を 開 設 し た
も の 等 、 使 用 者 が 尻 に 敷 い て 、 外 側 に 足 を 投 げ 出 す こ と が で き れ ば 形 状 は 問 わ な い 。
　 又 、 支 え 部 材 (６ )の 取 付 け 部 (62)の 個 数 も 、 シ ー ト 片 (61)の 形 状 に 応 じ て 適 当 に 決 め る
こ と が で き 、 歩 行 器 (１ )の 上 フ レ ー ム (３ )の 掛 り 部 (32)の 個 数 も 取 付 け 部 (62)の 個 数 に 合
わ せ れ ば よ い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
  支 え 部 材 (６ )の 取 付 け 部 (62)及 び 上 フ レ ー ム (３ )の 掛 り 部 (32)は 、 上 記 の も の に 限 定 さ
れ る こ と は な く 、 シ ー ト 片 (61)を 上 フ レ ー ム (３ )に 着 脱 可 能 に 取 り 付 け で き る も の で あ れ
ば 、 形 状 及 び 構 成 は 問 わ な い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
  上 フ レ ー ム (３ )を 昇 降 さ せ る モ ー タ シ リ ン ダ (51)は 、 ２ 基 以 上 の 複 数 と す れ ば 、 上 フ レ
ー ム (３ )の 取 付 け 剛 性 が 向 上 し 、 安 定 し て 昇 降 で き る が 、 １ 基 で も 実 施 可 能 で あ る 。
　 又 、 昇 降 駆 動 装 置 (５ )は 、 上 記 モ ー タ シ リ ン ダ (51)等 の 動 力 駆 動 式 に 限 る も の で は な く
、 動 力 の 不 要 な ガ ス シ リ ン ダ (椅 子 の 高 さ 調 節 に 多 用 さ れ て い る こ と で 公 知 )、 手 動 式 ジ ャ
ッ キ 等 、 上 フ レ ー ム (３ )を 高 さ 調 節 可 能 に 昇 降 さ せ る こ と が 出 来 れ ば 構 成 は 問 わ な い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
  実 施 例 で は 、 歩 行 器 (１ )の 下 フ レ ー ム (２ )に も 開 放 部 (21)を 設 け た が 、 下 フ レ ー ム (２ )
に 開 放 部 (21)を 設 け る こ と は 必 須 要 件 で は な い 。 下 フ レ ー ム (２ )が 環 状 体 で あ っ て も 、 使
用 者 (９ )の 足 (92)を 下 フ レ ー ム (２ )を 交 わ す 程 度 に 少 し 持 ち 上 げ る だ け で 、 歩 行 器 (１ )へ
の 乗 り 込 み は 可 能 で あ る 。 下 フ レ ー ム (２ )を 環 状 体 と す れ ば 、 キ ャ ス タ ー (４ )の 取 付 け 数
を 増 や し て 、 走 行 に 一 層 安 定 性 を も た せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
  又 、 下 フ レ ー ム (２ )の 前 部 に 使 用 者 の 足 を 載 せ る 足 受 け 台 (図 示 せ ず )を 設 け て お く こ と
が で き る 。 介 助 者 が 歩 行 器 (１ )を 押 し て 使 用 者 を 移 動 さ せ る 場 合 、 下 フ レ ー ム (２ )の 高 さ
位 置 を 下 げ て 、 使 用 者 は シ ー ト 片 (61)に 坐 り 、 足 を 足 受 け 台 に 載 せ て お く こ と に よ り 、 歩
行 器 (１ )の 移 動 を 速 や か に 行 う こ と が で き る 。
  フ レ ー ム (10)に 手 押 し 用 の ハ ン ド ル を 設 け る こ と も で き る 。 こ の 場 合 、 歩 行 器 (１ )へ の
乗 り 下 り の 邪 魔 に な ら ぬ 位 置 に ハ ン ド ル を 設 け る こ と 、 或 い は ハ ン ド ル を 着 脱 可 能 と す る
こ と が 必 要 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
【 図 １ 】 歩 行 器 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 使 用 者 が ベ ッ ド の 端 に 坐 っ た 状 態 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 歩 行 器 を ベ ッ ド に 突 っ 込 ん だ 状 態 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 歩 行 器 の 使 用 状 態 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 従 来 例 の 歩 行 器 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 同 上 の 歩 行 器 の 使 用 状 態 の 説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
１ 　 歩 行 器
10　 フ レ ー ム
２ 　 下 フ レ ー ム
３ 　 上 フ レ ー ム
４ 　 キ ャ ス タ ー
５ 　 昇 降 駆 動 装 置
６ 　 支 え 部 材
61　 シ ー ト 片
62　 取 付 け 部
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【 図 ３ 】
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